
★各町内会活動等による情報及び住民相談の伝達をより迅速に行うため、

　町内会長と役場を結ぶファクシミリ（73-4811）を設置しております。

★情報の通報及び相談の窓口は…

　●役場町民生活部 生活課交通町民相談係（相談110番）

TEL.(0153)73-3111（内線 219 番）

　●中標津町教育相談センター　　　　　　　　　　 TEL.(0153)72-1717

　●中標津警察署 生活安全課 生活安全係　　　　　 TEL.(0153)72-0110
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SNS・インターネットなどSNS・インターネットなど
　　　　利用していますか？　　　　利用していますか？
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全国的に、SNSやメッセージアプリを通じて、投資、
FX、未公開株、出資などのもうけ話を持ち掛けられ、
詐欺の被害にあう事案が多発しています。また、道内の
少年が特殊詐欺に加担して検挙された事例も発生してい
ます。
昨年、中標津町内でもNTT を語る差出人からお金を

要求される架空料金請求詐欺や、芸能人をかたる者から
ビットキャッシュで支援金を募る不審なショートメッ
セージが届く事案、役場職員をかたる者からの個人情報
を聞き出そうとする不審電話などがありました。
電話で保険金や医療費など還付させるお金があると

連絡が来たり、SNS やアプリを通じて「投資すれば必
ずもうかる」「金が倍になる」などの話を持ち掛けられ
たら詐欺を疑い、家族や警察相談電話＃ 9110 に相談し
てください。
また、SNS 等での情報発信は気軽に投稿できること

などから、表現が過激化する傾向にあり、誘惑に乗り被
害者として巻き込まれることもあれば、軽い考えから加
害者となることもあります。他人を誹謗中傷する投稿を
した場合、内容によっては名誉棄損罪、侮辱罪などの
刑事上の責任や民事上の責任を問われる可能性があり
ます。更に誹謗中傷に関する投稿を拡散した場合でも、
内容によっては法的責任を問われるケースがあるので、
SNS 等で情報発信するときは、他人を傷つけることな
どないよう言葉に責任を持ちましょう。

令和５年度は全道的に交通事故が多発し、歩行者と
車が衝突する交通死亡事故が多く発生しました。中標
津署管内も、10月末までで、25件（うち死亡事故４
件）の交通事故が発生し、中標津町内でおきた２件の
死亡事故は、いずれも夜間の歩行者と車の衝突による
ものでした。交通事故は若男女問いません。被害者に
も加害者にもならない、交通事故を起こさないために、
ドライバー側も、歩行者側も、またどの年齢層も、そ
れぞれ気を付ける必要があります。
〈ドライバーとして〉

制限速度を守り（スピードダウン）、安全確認の
徹底（スマホを操作しながらのわき見運転はやめま
しょう。交差点での左右の確認を徹底しましょう）、
普段からデイ・ライト（自らの意思で「ライトのス
イッチを入れる動作を行うこと」により、安全運転
の実践と交通安全運動への参加意識が高まります。
デイ・ライトに協力することで、他の運転者や歩行
者へ自車の存在、位置を知らせるなど、交通事故防
止に大きな効果が期待できます。）、そして歩行者優
先の意識を持ち、歩道、横断歩道上での歩行者優先
や安全確認を徹底しましょう。

〈歩行者として〉
道路を渡るときは、斜め横断や、車の直前・直後

の横断は危険です。ルールを守って左右をきちんと
確認し、横断歩道を渡りましょう。また、昼間は目
立つ色の服も夜間は見えづらくなります。夜間に外
出する際には、白色の服装をこころがけたり、夜光
反射材を身につけるなどして、ドライバーへ自分の
存在をアピールしましょう。

R5年の交通事故状況

空き巣、忍込み、住宅への侵入窃盗
も多発しています。日頃より不在時・
就寝時は必ず施錠を心掛け、玄関ドア
を開ける前に訪問者の身分確認や、犯
人が嫌う防犯機器を家の内外に設置す
るなど、防犯の意識を高めましょう。

防犯を心掛けましょう防犯を心掛けましょう

▲10/25「高齢者講習会」
　中標津町自動車学校にて実施

▲4/6「交通安全祈願祭セーフティーコール」
　中標津地方自動車整備事業共同組合前にて実施

▲8/19「バイクの日」
　開陽台にて街頭啓発



お得な話には条件がある !?お得な話には条件がある !?
～通信販売は注文前によく内容を確認しましょう～～通信販売は注文前によく内容を確認しましょう～

商品・サービスに関する苦情や業者とのトラブル、
多重債務など消費生活に関して困ったときにはいつでも

消費生活センター
にご相談ください

中標津町消費生活センター相談窓口（役場生活課内）
　　　　　　ＴＥＬ０１５３－７３－３１１１（内線２２２）
　・受付時間／１０：００～１６：００  
　・休　　日／土曜・日曜・祝日（年末年始 12/31 ～ 1/5）は休み

シートベルト着用率調査結果

令和５年度　４月～12月　８回実施
（国道２７２号）

運転席着用率

100.0％

助手席着用率

100.0％

　令和５年度版の消費者白書によると、全国の消費生活センターに寄せられた相談、約８７万
件のうち４割が通信販売の相談でした。なかでもネット通販相談が最も多く、特に、定期購入
に関する相談は依然、増加傾向にあります。

〔パンフレット消費者庁HPより引用〕

＊ＳＮＳ（Instagram、X（旧Twitter）など）やインターネット上に表示される広告がト
ラブルのきっかけになっていることが多くあります。広告、注文先のホームページを隅々
までしっかり確認しましょう。（販売会社名、住所、連絡がつく電話番号、契約内容、利
用規約、特定商取引法に基づく表記等）

＊注文最終確認画面で、分量、販売価格、支払総額、支払いの時期・方法、引渡し・提供時
期、申し込みの撤回・解除に関すること、申し込み期間（期限がある場合）、購入回数な
どの記載をしっかり確認しましょう。

＊広告や注文最終確認画面などはスクリーンショットなどで保存しておきましょう。
＊お試し価格や初回限定価格、いつでも解約できるなどと表示されていても、適用条件、解
約条件や解約方法が決められている場合があるため、よく確認してから注文しましょう。




